
基本目標5

やすらぎと快適さのある住みよいまち

【都市基盤分野】



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－１ 魅力ある街並みの形成

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

5,737

2,800

2,937

2,158

1,000

1,158

597

0

597

3,000

1,500

1,500

49,060

45,600

3,460

12,183

5,000

7,183

8,400

8,400

0

10,760

5,350

5,410

1,502

750

752

5-1 まちづくり推進課9 伝統的技術伝承事業
歴史的な建造物の修理等に際し、伝統的修復の技術を持つ職人及び材料が不
足しているため、地域の職人、地域の材料、地域固有の工法で修理する持続可
能な修理システムの構築を図る。

継続

5-1丹羽長重廟周辺整備事業
丹羽長重廟周辺の小南湖について、廟の修復整備とともに、遊歩道の整備、景
観上支障となる森林伐採整備等を実施し、史跡公園としてまちなか回遊の拠点づ
くりを行う。

旧脇本陣柳屋旅館建造物群整
備事業

明治天皇や新撰組ゆかりの歴史的遺産である旧脇本陣柳屋旅館建造物群につ
いて、老朽化の激しい蔵座敷の復元整備を行い、まちなか回遊の拠点とする。

5-1
歴史景観保全推進事業（震災
等緊急雇用）

大震災の被害により建築物の取り壊しや建て替えが行われる中で歴史的景観が
失われつつあるため、歴史的趣のある建物の被災状況把握、情報の整理、保全
活用の助言などを行う。

継続 まちづくり推進課7

住む人が誇りや愛着を持ち、訪れる人が白河の歴史・伝統文化・自然を体感できる、魅力ある街並み景観が形成され
ています。

まちづくり推進課8 継続 5-1

まちづくり推進課

6 継続 5-1
歴史的風致形成建造物保存修
景事業

歴史まちづくり法に基づき、「歴史的風致形成建造物」として指定した建造物など
修景等に補助を行い、歴史的価値のある建造物の保存を図る。

まちづくり推進課

5 継続

景観セミナー等の事業により、本市における景観資源の存在とその重要性を啓
発する。
景観法に基づく届出等に関する審査事務を行う。

継続3 景観形成事業 5-1 まちづくり推進課

まちづくり推進課

4 継続 5-1歴史的まちなみ修景事業
景観形成ガイドライン及び地域の景観協定に基づく建築物等の修景事業に対し
補助を行う。

まちづくり推進課

2 継続 5-1景観まちづくり支援事業
市民が中心となる景観まちづくり協議会の設立から景観まちづくり協定の締結に
至るまでの取り組みを支援する。

まちづくり推進課

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分
復興計画
主要施策

担当課

1 新規 5-1屋外広告物規制対策事業
市独自の屋外広告物条例の制定に向けた基礎調査として、現状の実態調査、問
題・課題の整理、条例・規則の基本的枠組みの調査研究、市民意向の把握等を
行う。



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－２ 快適な道路網の整備

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

30,000

0

30,000

401,820

392,980

8,840

150,000

147,200

2,800

62,826

44,950

17,876

30,504

0

30,504

59,855

0

59,855

255,050

218,350

36,700

25,000

23,700

1,300

39,995

0

39,995

8 街路事業（地方特定）
交通混雑の解消、生活環境の改善、中心市街地の活性化などを推進するため、
市街地の主要幹線道路、歩行系道路の整備を行う。

継続

4-1 道路河川課4
道路新設改良事業（復興交付
金）

東日本大震災により被災した葉ノ木平地区について、地域内の道路を避難路を
兼ねた緊急車両等が安全に通行可能となる道路を整備する。

新規

7

幹線道路の整備が進み、市内及び市外との円滑な交通が確保されています。
生活に密着した道路・橋りょうが整備され、市民が快適に暮らしています。

1 継続安全・安心身近な施設整備事業
老朽化の著しい側溝の改修や蓋掛け、歩道の段差解消等により安心して歩ける
歩行エリアの整備を行い、安全性や利便性の向上を図る。

県企業局による「工業の森 新白河」Ｂ工区造成工事に合わせ市道の整備 を行
う。

2

継続

道路河川課

継続 3-1道路新設改良事業（交付金）
安全で円滑な交通の確保と地域内・地域間交通の利便性向上を図るため、主要
幹線道路、生活道路の整備を行う。

道路河川課

3-1

道路河川課

6 継続 3-1道路維持改修事業（４地域） 市道の機能保全、安全・円滑な交通確保のため、市道の維持・修繕などを行う。 道路河川課

3 継続 4-1
道路新設改良事業（都市再生
整備計画事業）

5 単独公共道路改良事業 4-1

継続 3-1街路事業（交付金）
交通混雑の解消、生活環境の改善、中心市街地の活性化などを推進するため、
市街地の主要幹線道路、歩行系道路の整備を行う。

都市計画課

3-1 都市計画課

道路河川課

9 都市計画街路事業
交通混雑の解消、生活環境の改善、中心市街地の活性化などを推進するため、
市街地の主要幹線道路、歩行系道路の整備を行う。

継続 3-1 都市計画課

安全で円滑な交通の確保と地域内・地域間交通の利便性向上を図るため、主要
幹線道路、生活道路の整備を行う。

復興計画
主要施策

担当課No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分



37,500

0

37,500

都市計画課10 新規 3-1街路灯設置事業 白河駅白坂線（大工町工区）及び白河中央線（馬町工区）に街路灯を設置する。



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－３ 良好な居住環境の整備

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

64,393

54,768

9,625

693

487

206

166,039

93,045

72,994

10,738

0

10,738

252,131

252,054

77

企画政策課5
地上デジタル放送共聴施設補
助事業

地上デジタル放送が受信できない地区において、新規に共聴施設を整備した共
聴組合対し、助成金等を交付し、難視地区の解消を図る。

拡充 3-2

都市計画課4 都市計画関係図面作成事業
現状の地形地物を反映した都市計画図を整備し、市民に提供することにより計画
的な市街地の形成を図る。

継続 3-1

建築住宅課

3
公営住宅ストック総合改善事業
（市営住宅改修）

築後３０年以上経過する市営住宅の外壁及び電源容量の改修を行い、維持管理
コストの縮減を図るとともに、住環境の整備を図る。

継続 2-2 建築住宅課

2 木造住宅耐震診断者派遣事業
民間住宅耐震化を促進するとともに、地震に対する建築物の安全性の確保・向上
を図り、震災に強いまちづくりを推進する。

継続 2-2

復興計画
主要施策

担当課

歴史のある中心市街地を基点に都市機能が集積し、周辺には里山に囲まれたのどかな田園が広がる自然と人々の生
活が調和した住環境が整っています。

1
災害公営住宅建設事業（復興
交付金＋効果促進事業：解体
分）

東日本大震災により被災し、自ら住宅を再建することが困難な被災者が、安定し
た生活ができるようにする事業として、葉ノ木平地区に災害公営住宅を建設する
とともに、既存の葉ノ木平住宅を解体する。

拡充 2-2 建築住宅課

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－４ 公共交通の充実

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

20,427

174

20,253

40,479

2,194

38,285

2,975

1,430

1,545

3,109

519

2,590

2,198

601

1,597

3-1 大信庁舎総務課

5 東地域巡回バス事業
市民の日常生活に不可欠な地域公共交通を確保するため東地域巡回バスを運
行する。

継続 3-1 東庁舎総務課

4 大信地域巡回バス事業
市民の日常生活に不可欠な地域公共交通を確保するため、大信地域自主運行
バスを運行する。

継続

地域支援課

3 表郷地域巡回バス事業
市民の日常生活に不可欠な地域公共交通を確保するため、表郷地域巡回バスを
運行する。

継続 3-1 表郷庁舎総務課

2 地方バス路線維持対策事業
市民の日常生活に不可欠な路線バスの運行を維持するため、バス事業者に対し
補助金を交付する。

継続 3-1

復興計画
主要施策

担当課

公共交通ネットワークを充実することにより、公共交通機関の利用者が増えるとともに、環境に配慮した地球にやさし
い、安全で快適な移動手段が確保されています。

1 循環バス運行事業
市民の日常生活に必要な地域公共交通を確保するとともに、更なる利便性向上
のため、市内循環バスの土曜日運行を開始する。

拡充 3-1 地域支援課

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－５ 安全で安定した水の供給

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

30,100

30,000

100

50,100

50,000

100

271,900

271,200

700

563,100

555,400

7,700

水道部4
工業用水道事業（工業の森・新
白河）

工業の森B工区造成に伴う工業用水の供給施設を築造する。 継続 4-1

水道部

3
簡易水道事業（工業の森・新白
河）

工業の森B工区造成に伴う飲料水の供給施設を築造する。 継続 4-1 水道部

2 大信地区生活基盤近代化事業 石綿管の布設替え及び老朽施設の更新を行う。 継続 3-1

復興計画
主要施策

担当課

持続可能な水道事業の構築により、安全で安心して飲める水道水が安定して供給されています。

1 五箇地区生活基盤近代化事業 石綿管の布設替え及び老朽施設の更新を行う。 継続 3-1 水道部

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分



基本目標５ やすらぎと快適さのある住みよいまち【都市基盤分野】

施策５－６ 衛生的で快適な下水道の整備

【めざすまちの姿】

H25事業費（千円）
特定財源
一般財源 H25 H26 H27

146,220

47,738

98,482

549,100

537,994

11,106

360,544

342,366

18,178

41,424

36,758

4,666

下水道課4 合併浄化槽整備推進事業 市が合併処理浄化槽を設置し、使用者から使用料を徴収し維持管理を行う。 継続 3-1

下水道課

3
汚水処理・管路施設整備事業
（泉岡地区）

生産性の高い農業の実現と活力ある農村地域の形成を目標とし、農村地域の生
活環境の改善、農業用排水の水質保全を図る。

継続 3-1 下水道課

2 公共下水道管路施設整備事業 下水道基本計画に基づき、健全な都市環境を確保すべく下水道の整備を行う。 継続 3-1

復興計画
主要施策

担当課

下水道の整備が計画的に進むことで、より衛生的で快適な市民生活と河川や湖沼など公共用水域の水質が守られて
います。

1
都市環境センター災害関連事
業（下水汚泥放射線対策事業）

放射性物質が検出され仮置きされた汚泥処理を行う。 継続 1-2 下水道課

No 事業名 事業概要
3ヵ年の事業計画

区分


